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総 務 常 任 委 員 会 記 録

平成２８年８月２４日（水曜日）

午後 ２時００分 開議

〇児玉委員長 ただいまから総務常任委員会を開会いたします。

これより所管事項の審査を行いますが、審査終了後西いぶりデータセンターの現地視察

を予定しておりますので、よろしくお願いをいたします。

それでは、広域連合の運営に関する事項について理事者の報告を一括して求めます。

〇高橋事務局長 お忙しいところ総務常任委員会を開催していただきまして、まことにあ

りがとうございます。

本日は、広域連合の運営に関する事項３件の報告事項につきまして御説明を申し上げ、

御理解を賜りたいと存じます。

説明につきましては、１の西胆振環境（株）の平成２７年度営業概要について及び３の

広域連携調査研究項目につきましては田所総務課長から、２の指定管理者施設管理運営評

価についてにつきましては加納総務課主幹からそれぞれ報告させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。

〇田所総務課長 それでは、最初に１の西胆振環境（株）の平成２７年度営業概要につき

まして御説明申し上げたいと思います。

資料につきましては、委員会報告事項資料１というものと参考資料を添付してございま

すけれども、資料１のほうで御説明を申し上げたいと思います。

初めに、１の稼働状況でございますけれども、平成２７年度のごみの搬入量につきまし

ては４万９，１０９トンとなってございまして、前年度比１．７％増、計画ごみ量に比べ

ますと７７．５％という状況でございました。

次に、設備の稼働状況でございますけれども、定期点検時以外の停止日数につきまして

は平成２７年度はなかったということになってございまして、定期点検時の停止日数につ

きましても前年度に比べますと１０日減ということで、それらによりまして２炉合わせま

した稼働日数につきましては前年度に比べ１２日の増ということになってございます。

次に、運転経費でございますけれども、こちらのほうにつきましては平成２７年度は灯

油単価の下落などございまして、前年度比３．９％減の１億７，８１４万４，０００円と

いうことでございました。

次に、設備の保守管理費でございますけれども、これにつきましては高温空気加熱器の

鋳鋼管の交換本数の増などございまして、前年度に比べると７．１％の増と。５億９，５

８１万円ほどということでございます。

次に、２の営業状況でございますけれども、これまで御説明を申し上げましたけれども、

平成２５年度からは株主会社のほうで西胆振環境株式会社のほうには経営支援をしないと

いうことになってございまして、平成２７年度につきましても広域連合から暫定措置であ
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ります特例委託費を支出いたしまして、それにより経営を行っているといった状況でござ

います。その特例委託費を含めまして、営業収支につきましては７３万６，０００円の営

業損失ということでございまして、この売上高の中におきます特例委託費につきましては

３億５，１２０万３，０００円ほどということになってございます。これに雑収入などの

営業外収益及び雑損失の営業外費用を加えました経常収支につきましては、６万２，００

０円の税引き前の純損失でございまして、これに法人税等１８万円を加えますと２４万２，

０００円の当期純損失ということでございます。これによりまして当期末繰越利益剰余金

につきましては９，７２３万９，０００円ほどのマイナスということでございます。

最後に、平成２８年度以降の経営方針でございますけれども、残り５年余りとなりまし

た広域連合との現契約残期間の安定運転の継続に努め、次のステップへの移行に注力する、

また設備の安定稼働と安全な職場環境の整備を最重点としながら、運営経費の徹底した自

助努力に努めるなど経営努力を続けるといったことでお聞きしているところでございます。

この件につきましては、以上でございます。

〇加納総務課主幹 それでは、委員会報告事項資料２の指定管理者施設管理運営評価書を

使って説明をさせていただきます。

１の指定管理者の名称ですが、指定管理者の名称は西いぶり広域連合リサイクルプラザ

・げんき館ペトトル指定管理者共同事業体で、代表は水ｉｎｇ株式会社北海道支店、構成

員としまして一般財団法人室蘭市体育協会となっております。

次に、２の施設の概要ですが、管理している施設は２つありまして、１つはげんき館ペ

トトルというプールと体育館がある施設、もう一つはリサイクルプラザというペットボト

ルやアルミ缶等を圧縮こん包している工場エリアと情報コーナーなどがありますプラザエ

リアの２つに分かれた施設となっております。

次に、３の事業の概要ですが、げんき館ペトトルは住民の健康増進を目的としまして、

アクアエクササイズなどの自主事業を行っております。また、リサイクルプラザの環境保

全や資源の有効利用の知識普及のため、リサイクル講座などを行ってございます。

次に、４の利用実績ですが、げんき館ペトトルでは平成２７年度の利用者数は３万６，

６３７人で、前年度比１０６％で増となっております。リサイクルプラザでは、平成２７

年度の利用者数が５，６６９人で、前年度比８１％で減となっておりました。

次に、５の収入・支出の推移ですが、２７年度収入実績のうち収入について利用料金収

入が５９８万３，０００円で、広域連合からの委託料が９，４４４万６，０００円である

のに対し、支出が９，９９３万２，０００円で、差し引き４９万７，０００円のプラスと

なってございます。ここで委託料が計画よりふえておりますのは、電気料金値上げによる

補填分となります。

次に、裏面になりますけれども、２ページの６の評価の視点ですが、評価に当たりまし

ては１、施設運営、２、自主事業、３、施設管理、４、歳入歳出の４項目を設定しており

まして、それぞれの項目の評価決定に当たっては合計で２０の評価の視点を設定していま
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す。この視点の評価によりまして評価項目の４項目それぞれの評価が決定される仕組みと

なっております。採点につきましては、Ｓ、Ａ、Ｂの３段階で行うこととしておりまして、

評価の視点でＳが半数以上あり、残りがＡの場合にはその評価項目はＳ、またＢが１つ以

下で残りもＡの場合にはその評価項目はＡ、またＢが１つ以下で残りがＡ以上の場合には

その評価項目はＡ、またＢが複数以上含まれている場合にはその評価項目はＢとすること

となってございます。

７の評価の結果ですが、１の施設運営については８項目全てがＡでＡ評価、２の自主事

業についてはＳが１つ、Ａが２つでＡ評価、３の施設管理については６項目のうちＳが４

つ、Ａが２つでＳ評価、４の歳入歳出については３項目全てがＡとなっており、Ａ評価と

なっております。

次に、８の指定管理者からの広域連合への要望事項等ですが、げんき館ペトトルの空調

設備等を一元管理しております中央監視盤装置が設置後年数が経過していることもありま

して、部品の供給が終了しております。そのため、故障の修理もできないことから、広域

連合への装置の更新を検討してほしいとの要望がございます。広域連合としましては、建

設してから１０年以上経過しておりまして、今後各設備の老朽化も始まっていくことから、

優先度の高いものから対応を検討する予定としております。

次に、９の利用者からの意見、要望ですが、指定管理者で行っておりますアンケートで、

来館者から職員に笑顔で接客対応してほしいとの要望がございました。その対応としまし

て、指定管理者では今年度から接客マナーの研修を始めて接客能力の向上に努めておりま

す。この研修ですが、ことしの４月にほかの施設から異動配属されました館長がみずから

講師となり、行っていると聞いてございます。

最後に、その他になりますが、げんき館ペトトルについては前年の２６年度に開館しま

した近隣の新しいプールによる影響でプールの利用者数が減少してございますが、体育館

のほうでは専用利用団体を誘致した効果で利用者数が大きくふえてございまして、全体の

利用者数は増となりました。しかし、リサイクルプラザでは冬場に暖房設備が故障したこ

とや施設の見学者数が減ったこともありまして、利用者数は大きく減となってございます。

指定管理者のほうでは、利用者がふえるような新しい講座を開設することを検討してござ

います。

この指定管理者の運営評価書の件につきましては、先月の７月２５日に指定管理者選定

委員会を開催して評価をいただいております。

以上で説明を終わります。

〇田所総務課長 それでは、３番目の広域連携調査研究項目につきまして御説明を申し上

げたいと思います。

資料につきましては、資料３というもので１枚物となってございます。

上段の表につきましては、これまでに検討してきた項目の一覧となってございまして、

昨年度１０月に③の火葬場の建設事務、こちらのほうが調査研究を終了いたしまして、項
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目としましては７番目の消防事務のみが残っているという状況でございます。ただ、調査

研究自体は休止中ということになってございまして、実質的には現在調査研究をしている

項目はないという状況となってございます。

次に、２番目の意向調査結果についてでございますけれども、現時点で調査研究をして

いる項目はないということ、またこれまでの議会論議の中で奨学金と危機管理センターに

つきまして提案がございましたので、これについて各町のほうに意向調査をさせていただ

いたところでございます。その結果を一覧表で記載させていただいておりますけれども、

各町ともに新たな提案というものはないという状況でございます。また、奨学金と危機管

理センターにつきましてもこれを新たな項目とするという意向はなかったところでござい

ます。

３の今後の取り組みということでございますけれども、意向調査の中におきまして室蘭

市さんのほうから平成２３年度の自治法の改正に伴いまして行政機関の共同設置が可能に

なったわけでございますけれども、それについて各町の意向確認をしたらどうでしょうか

というような御意見がございましたので、これにつきましては事務局のほうで他圏域の導

入事例など情報収集をさせていただきまして、その後各町のほうに意向確認をさせていた

だきたいということで考えてございます。また、奨学金と危機管理センターにつきまして

は、これにつきましても他の圏域などで具体的にどのような事例があるかなど情報収集を

させていただきまして、広域連携の可能性について当面事務局の中で検討させていただき

たいということで考えてございます。

この件につきましては、以上となってございます。

〇児玉委員長 ここで委員長より一言申し上げます。

委員が質疑される場合におかれましては、御起立の上、発言をいただきますようお願い

をいたします。

それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。

〇五十嵐委員 １件確認を含めて質問させていただきます。

１項目めの西胆振環境（株）の２７年度の営業概要ということでございます。もう既に

これは決算の報告がなされていて、この参考資料も提出されておりまして、説明の内容に

ついては十分理解をさせていただきましたが、この事業報告の資料の中で多分これもつい

てあったほうがしかるべきではないかと思う点が１つございまして、実は損益計算書の中

で売上原価、それから販売費、一般管理費。販売費、一般管理費につきましては附属明細

書でその内訳が記載されておりますが、売上原価も３１名ほどの従業員がいらっしゃって、

直接ごみ処理にかかわっている方はその人件費が多分売上原価のほうに掲載されるはずで

すし、焼却に使った灯油の金額もその売上原価に反映されているはずですが、その内訳が

実はこの資料の中にはないということで、１本で売上原価が表示されていますが、その内

訳の資料がつくられているはずですので、それも添付すべきではないかなというふうに思

いますので、それの確認をさせていただきたいです。
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〇田所総務課長 今委員の御指摘のありました売上原価表につきましては、西胆振環境の

ほうで作成をしてございますので、今回の報告についてはまだこちらのほうでは受領して

おりませんけれども、西胆振環境のほうに提出を依頼しまして、そのうち委員皆様のほう

にお渡しいただくなりさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

〇児玉委員長 五十嵐委員、今のいいですか、後ほどいただくということで。

〇五十嵐委員 結構です。

〇佐藤委員 きょうここで今報告があったのですけれども、２７年度のごみの搬入量が４

万９，１０９トンということであったのですけれども、１トン当たりのごみ焼却に係る経

費、どのぐらいになっているか、住民の皆さんにこれだけ集めてこれだけの費用でやって

いますよといっても、やはりぴんとこないのです。自分たちが出しているごみ１トン当た

りどのくらいの経費になっているかということを知らせることによって、やはり各家庭で

のごみの排出量、これだけ出したらこれだけかかるのだということを身近に感じるように

お知らせが必要でないかと思うのですけれども、これ見ますと総体的な数量だけですので、

住民の皆さんなかなか理解が難しいのでないかなと思うのです。そういう面でもう少し優

しい方法で住民の皆さんにわかるような説明があってもいいのでないかなと思うのですけ

れども、そのことについてどのようにお考えになるか伺いたいと思います。

〇高橋事務局長 佐藤委員今おっしゃったこと重々わかるのですけれども、当連合ではご

みの焼却内容、最終処分場までは責任持ってやらさせていただいているのですけれども、

各町で行っている収集等は各町事情によって経費って違ってきますので、反対に私たちの

資料をもとに各町が収集も含めてごみ１トン当たり出す方法がより住民の方にわかってい

ただけるかなとも思うのですけれども、ただおっしゃったとおりうちのほうの広域連合で

１トン当たり幾らというのは今度からつけさせていただくように、そういう方向で検討さ

せていただきたいと思います。

以上です。

〇佐藤委員 わかりました。

それでは、やはり広域連合の場合、全体で計算していただければいいと思うのです。と

いうのは、例えば壮瞥では週２回ですか、ごみの収集しているが、それは町が委託業者と

契約交わしていますので、それを集めたトン数で割り返すと１トン当たりの壮瞥の経費が

すぐ出るのですけれども、全体の焼却に係る費用というのはなかなか出ないものですから、

それでそういうのがついていると住民の皆さんに説明するのにわかりやすいのでないかと

いうことで質問したということです。

〇田所総務課長 今の補足になりますけれども、先ほどの参考資料、事業報告のほうの損

益計算書のほうごらんいただいて、売上原価のほう見ていただきますと、９億４，７７７

万２，８６８円ということになってございまして、４万９，１０９トンで割り返しますと

およそ１トン当たり１万９，３００円といったところがこれ税抜きの金額にはなりますけ
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れども、焼却に係る費用ということで御理解いただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。

〇児玉委員長 ほかに質疑はありませんか。ございませんでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇児玉委員長 では、以上で質疑を終了いたします。

これより視察を実施いたしますが、１階玄関の前に３０分までに御参集願います。

それでは、暫時休憩いたします。

午後 ２時１９分 休憩

（午後 ２時３０分～午後 ３時０９分 現地視察）

午後 ３時０９分 再開

〇児玉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

これをもちまして総務常任委員会を散会いたします。

午後 ３時１０分 散会
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